
久留米市住宅脱炭素化促進事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、脱炭素化社会の実現と省エネルギーの推進を図るため、民生家庭部門にお

ける高い省エネ性能と環境負荷低減等を備えた住宅を導入する者に対し、予算の範囲内で補助

金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（適用） 

第２条 久留米市住宅脱炭素化促進事業補助金（以下「補助金」という。）の交付については、

久留米市補助金等交付規則（昭和５０年久留米市規則第５号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第３条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ） 

   ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）（以下「ＺＥＨ」という。）は、外皮の 

断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境 

の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入するこ 

とにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅をいう。 

（２）ＺＥＨ＋ 

ＺＥＨの基準に加え、より高度な断熱性能や省エネルギー性能を満たす住宅設備を導入

した住宅をいう。 

（３）脱炭素志向型住宅（ＧＸ志向型住宅） 

脱炭素志向型住宅（以下「ＧＸ志向型住宅」という。）は、高い断熱性能を有し、省エ 

ネ設備や創エネ設備を備え、一次エネルギー消費量の削減率100％以上を目指す住宅をいう。 

（４）ライフ・サイクル・カーボン・マイナス（ＬＣＣＭ）住宅 

ライフ・サイクル・カーボン・マイナス（ＬＣＣＭ）住宅（以下「ＬＣＣＭ住宅」とい

う。）は、建設時、運用時、廃棄時において出来るだけ省ＣＯ２に取り組み、さらに太陽

光発電などを利用した再生可能エネルギーの創出により、住宅建設時のＣＯ２排出量も含

めライフサイクルを通じてのＣＯ２の収支をマイナスにする住宅をいう。 

（５）ＢＥＬＳ 

「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針（平成２８年国土交通省告示第４８

９号）」に基づく第三者認証の一つである「建築物省エネルギー性能表示制度」をいう。 

（６）国補助金 

第２号から第４号までに掲げる住宅を対象とする事業に国が交付する補助金をいう。 

 

（補助対象住宅） 

第４条 補助の対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）は、次の各号に該当する要件

をすべて満たす久留米市内の戸建住宅とする。 

（１） 補助金を申請する同一年度内に、国補助金の交付決定を受けていること。 



（２）ＢＥＬＳ評価書で、『ＺＥＨ』であることを証明できること。（ＺＥＨ＋、ＧＸ志向型住

宅の場合に限る） 

（３）交付申請時の添付書類にて『ＺＥＨ＋』又は『ＧＸ志向型住宅』に必要な設備の確認が

できること（ＺＥＨ＋、ＧＸ志向型住宅の場合に限る）。 

（４）ＬＣＣＭ住宅認定書で、『ＬＣＣＭ住宅』であることを証明できること（ＬＣＣＭ住宅

の場合に限る）。 

（５）補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）が常時居住する住宅で

あること。 

 

（補助対象事業） 

第５条 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、補助対象住宅を導入する事業

であって、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。 

（１） 補助対象住宅を新築する事業 

（２） 補助対象住宅である新築建売住宅を購入する事業 

（３） 既存住宅をＺＥＨ＋、ＧＸ志向型住宅またはＬＣＣＭ住宅に改修する事業 

 

（補助対象者） 

第６条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。 

（１） 「くるめエコ・パートナー」会員であること 

（２） 市税を滞納していないこと 

 

（補助金の額等） 

第７条 補助の対象となる経費は、国補助金の補助対象となる設備の補助対象住宅への導入に係

る経費（消費税及び地方消費税相当額を除く。）とし、１戸あたりの補助金の上限額は１０万

円とする。 

 

（交付申請） 

第８条 申請者は、国補助金の交付決定後に申請を行わなければならない。 

２ 前項の申請者は、久留米市住宅脱炭素化促進事業補助金交付申請書（第１号様式）に、別表１

に定める書類を添付して申請しなければならない。 

３ 補助金の交付申請の受付は、交付決定額が予算額に達した日で終了するものとする。 

 

（交付決定） 

第９条 市長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、すみやかに審査し、規則第５条の規

定に基づく交付の適否を決定し、申請者に対し規則第７条の規定に基づく通知を行うものとす

る。 

 

（中止の申請） 

第１０条 前条の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、事業を中止しようとする

ときは、規則第１２条の規定に基づき、市長の承認を受けなければならない。 



 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、第９条の通知を受けた日が属する年度の

３月３１日（市の休日にあたる場合はその直前の休日でない日）までに、久留米市住宅脱炭素

化促進事業実績報告書（第２号様式）に、別表２に定める書類を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

 

（補助対象住宅の管理） 

第１２条 補助事業者は、補助金受領日から６年間は補助対象住宅の適切な維持管理を行わなけ

ればならない。この場合において、補助事業者は天災地変その他補助事業者の責に帰すること

のできない理由により、補助対象住宅が毀損され、又は滅失したときは、その旨を市長に届け

出なければならない。 

２ 補助事業者は、前項の期間内において、補助対象住宅を売却し、譲渡し、貸与し、担保に供

し、又は処分しようとするときは、規則第１２条第１項の規定により、あらかじめ市長の承認

を受けなければならない。 

 

（補助金の返還） 

第１３条 補助事業者は、前条第２項の承認を受けた場合、又は補助金の交付を受けた後に国補助金

の取り消しが判明した場合、既に交付された補助金の全部又は一部を市長が別に定める期日まで

に返還しなければならない。この場合において、返還しなければならない補助金の額は、市長

がその都度定める。 

 

（報告） 

第１４条 補助事業者は、補助金交付後に、エネルギー使用量及び発電量に関する定期報告をし

なければならない。対象期間は、補助対象住宅の導入後２年間とする。 

 

（調査） 

第１５条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要に応じて、補助対象住宅

の施工完了後の状況等について、調査することができる。 

 

（雑則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年５月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から実施する。 

附 則 



この要綱は、令和６年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和６年９月１日から施行し、改正後の規定は令和６年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和７年３月１０日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から実施する。 

  附 則 

この要綱は、令和８年７月１日から実施する。 

 

 

別表１（第８条関係） 

交付申請時の添付書類 

補助事業に係る契約書の写し 

（契約金額等の内訳が不明な場合は、内訳を明らかにする書類を添付すること） 

国補助金の執行団体から送付を受けた交付決定通知書の写し 

市税の滞納がないことの証明書（原本）（発行から１か月以内のもの） 

「くるめエコ・パートナー」市民会員参加登録申請書 

申請書類の内容に関する連絡先（第３号様式） 

その他市長が必要と認める書類 

 

別表２（第１１条関係） 

実績報告時の添付書類 

住民票の原本（発行から３か月以内のもの） 

国補助金の執行団体から送付を受けた補助金確定通知書の写し 

ただし、執行団体に完了の報告を行い、審査が始まっているものの、市の実績報告書提出期日

までに当該通知書が届いていない場合は、振込確定通知、または執行団体への実績報告時に提

出した書類の写しを提出すること。 

補助対象住宅のＢＥＬＳ評価書の写し（ＺＥＨ＋、ＧＸ志向型住宅の場合に限る） 

補助対象住宅のＺＥＨ＋もしくはＧＸ志向型住宅に必要な設備の確認ができる資料（ＺＥＨ

＋、ＧＸ志向型住宅の場合に限る） 

例）対象設備の型番が確認できる納品書や工事完了報告書の写し等 

補助対象住宅のＬＣＣＭ住宅認定書の写し（ＬＣＣＭ住宅の場合に限る） 

その他市長が必要と認める書類 

 


